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粕
壁
地
区 

 

春
日
部
八
幡
神
社 

ご
祭
神
は 

 

誉
田

ほ

ん

だ

別

命

わ
け
の
み
こ
と

【
応
神
天
皇
】 

 

息 お
き

長
足

な
が
た
ら

姫
ひ
め
の

命
み
こ
と

【
神
功
皇
后
】 

 

武
内
宿
禰

た
け
の
う
ち
す
く
ね
の

命
み
こ
と

【
春
日
部
氏
の
祖
】 

 

豊
受
姫

と
よ
う
け
ひ
め
の

命
み
こ
と 

◎ 

註 

春
日
部
市
以
外
の
八
幡
神
社
は
、
武
内
宿
禰
命
を
除
く
三
柱
の
御
祭
神
で
あ
る
が
、
春
日
部
市 

内
の
八
幡
神
社
は
武
内
宿
禰
を
御
神
祭
と
し
て
合
祀
し
て
い
る
の
は
、
特
に
春
日
部
八
幡
神
社
の
創

建
に
つ
い
て
当
時
の
春
日
部
郷
の
領
主
春
日
部
氏
が
、
鶴
ヶ
岡
の
若
宮
八
幡
宮
を
こ
の
地
に
勧
請
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
春
日
部
氏
の
祖
先
の
紀
之
国
の
国
主
で
あ
る
紀
貫
之
【
き
の
つ
ら
ゆ
き
…
土
佐
日
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記
の
作
者
】
の
先
祖
で
あ
る
武
内
宿
禰
【
尊
卑
文
脈
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
】
を
合
祀
し
た
も
の
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
で
あ
る
が
、
口
碑
に
よ
る
と
、
元
弘
年
間
【
一
、
三
三
一
～
一
、
三
三
四
】 

新
田
義
貞
の
武
将
春
日
部
治
部
少
輔
時
賢
【
か
す
か
べ
じ
ぶ
し
ょ
う
ゆ
と
き
か
た
】
が
、
当
境
内
地
を

居
城
と
し
て
い
た
時
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
ご
分
霊
を
勧
請
し
て
奉
っ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
宿
の
鎮
守
な
り
、
元
禄
年
中
、
別
当
玉
蔵
院
の
住
僧
の
書
せ
し
縁
起

に
、
昔
元
弘
中
新
田
左
中
将
義
貞
の
家
臣
春
日
部
治
部
少
輔
時
賢
な
る
も
の
当
所
を
領
し
多
年
相
州
鶴

岡
八
幡
を
敬
信
し
屡
霊
護
を
蒙
り
し
ゆ
へ
遥
拝
の
為
則
鶴
岡
を
写
し
て
こ
こ
に
勧
請
す
と
云
、
因
っ
て

昔
は
新
方
の
惣
鎮
守
に
て
社
宇
荘
厳
を
尽
く
せ
し
に
其
後
遥
か
の
星
霜
を
歴
て
屡
盛
衰
在
り
し
が
、
今

は
又
社
殿
備
り
頗
る
旧
観
に
復
す
。 
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末
社
弁
天
云
々
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
八
幡
社
「
郷
社
」
字
浜
川
戸
に
あ
り
、
近
郷
数
十
ヶ
村
の
総
鎮
守
な
り
、

誉
田
別
尊
を
祭
る
。
祭
日
九
月
十
九
日
。
相
伝
ふ
元
弘
中
新
田
左
中
将
の
家
臣
春
日
部
治
部
少
輔
時
賢

な
る
者
当
所
を
領
し
多
年
相
州
鶴
岡
八
幡
を
敬
信
し
屡
霊
護
を
蒙
り
し
ゆ
へ
遥
拝
の
為
鶴
岡
に
擬
し

て
、
此
処
に
勧
請
す
と
云
域
内
大
杉
古
松
等
繁
茂
せ
り
就
中
社
前
に
あ
る
大
銀
杏
二
樹
【
元
は
三
樹
あ

り
し
が
一
本
は
近
古
枯
れ
た
り
と
云
ふ
】
は
鎌
倉
よ
り
飛
び
来
る
と
云
ヘ
り
而
し
て
社
宇
は
頗
る
荘
厳

を
尽
く
せ
り
。 

◎
境
内
の
北
隅
に
松
林
の
小
高
き
所
あ
り
是
れ
即
ち
時
賢
の
城
祉
な
り
と
云
ふ
尤
も
地
形
の
別
に
記

す
べ
き
程
の
も
の
に
非
ず
下
も
古
蹟
の
条
と
併
せ
見
る
べ
し
又
嘉
永
中
当
宿
の
民
関
根
次
郎
兵
衛

な
る
者
正
三
位
千
種
有
功
【
ち
ぐ
さ
の
あ
り
と
う
…
京
都
の
公
家
で
歌
人
】
に
二
句
の
和
歌
を
請
ひ

同
志
を
結
び
て
、
華
表
【
鳥
居
】
の
側
に
碑
を
建
て
り
其
の
文
は
今
茲
に
略
す
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

『
武
州
粕
壁
八
幡
宮
略
縁
起
』【
粕
壁
宿
名
主
次
郎
兵
衛
が
書
い
た
文
書
…
か
な
書
の
為
解
読
し
、
要
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約
し
た
。
】
に
は
、
新
田
太
郎
義
貞
の
家
臣
新
方
荘
春
日
部
郷
の
領
主
春
日
部
治
部
少
輔
時
賢
が
元
弘

元
年
、
鎌
倉
幕
府
に
参
勤
の
際
、
普
段
か
ら
八
幡
宮
に
対
す
る
信
仰
が
厚
く
鎌
倉
に
出
府
の
際
に 

は
八
幡
宮
に
参
籠
し
て
家
運
の
隆
昌
と
住
民
の
安
泰
五
穀
の
豊
穣
を
祈
願
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
満
願
の 

日
の
夜
明
け
に
白
髪
・
白
髭
の
神
像
が
現
わ
れ
、
日
頃
の
熱
心
な
信
心
に
対
し
白
煙
の
中
よ
り
ご
託
宣 

が
あ
り
、
そ
の
方
の
住
む
所
の
草
叢
に
一
本
の
大
木
が
あ
る
。
そ
こ
に
八
幡
宮
を
建
て
よ
と
の
仰
せ
で 

あ
っ
た
。
時
賢
は
早
速
城
へ
帰
り
城
内
を
見
回
し
た
と
こ
ろ
忽
然
と
大
銀
杏
が
現
わ
れ
た
の
で
こ
の
地 

域
を
神
域
と
さ
だ
め
八
幡
宮
を
勧
請
し
、
新
方
四
十
余
郷
の
総
鎮
守
と
し
て
創
建
さ
れ
た
。
と
あ
る
。 

『
春
日
部
八
幡
宮
氏
子
連
名
帳
』
【
八
幡
神
社
所
蔵
文
書
】
に
は
、
武
蔵
国
埼
玉
郡
新
方
庄
八
幡
宮

は
、
鎌
倉
大
将
軍
旗
下
の
大
名
春
日
部
氏
世
々
に
居
城
の
域
地
古
隅
田
川
を
後
に
し
て
大
場
沼
・
谷
原

沼
を
前
に
当
た
り
一
座
の
砂
山
杉
松
の
古
木
鬱
蒼
た
る
処
に
鎮
座
ま
し
ま
し
新
方
四
十
余
郷
の
宗
祠

に
し
て
城
主
の
氏
神
と
尊
宗
し
奉
る
神
社
な
り
、
境
内
除
地
壱
町
歩
余
其
外
免
地
の
末
社
四
方
に
羅
列

し
毎
年
六
月
角
力
会
・
八
月
放
生
会
・
九
月
の
神
事
月
々
朔
望
の
神
楽
連
綿
と
し
て
今
に
相
続
す
。
む
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か
し
は
元
弘
の
年
鎌
倉
鶴
ヶ
岡
神
木
の
銀
杏
社
前
に
飛
び
来
た
り
一
夜
に
繁
茂
す
る
大
樹
現
に
存
せ

り
今
は
氏
子
の
村
々
を
巡
行
し
給
う
と
い
ひ
伝
え
て
社
内
に
黄
金
の
轡
の
音
を
聞
く
こ
と
あ
り
靈
験

い
ち
じ
る
し
き
が
故
に
万
民
渇
仰
の
頭
を
か
た
ぶ
け
参
詣
の
老
若
、
朝
夕
た
ゆ
る
こ
と
な
し
往
時
永
世

の
新
方
の
諸
村
を
勧
進
し
銅
燈
を
広
前
に
か
か
げ
宝
暦
の
年
四
十
余
郷
力
を
合
わ
し
て
巨
石
の
華
表

を
建
立
す
今
又
村
々
の
氏
子
等
御
神
楽
を
毎
年
奏
し
巡
行
守
護
の
神
恩
を
感
謝
し
奉
り
且
人
々
の
名

記
を
大
帳
に
記
し
永
く
神
殿
に
篭
め
奉
り
生
前
の
加
護
子
孫
の
永
昌
を
祈
り
奉
ら
む
と
希
ふ
所
な
り
。 

 

天
保
十
一
年
庚
子
八
月
朔
日
。
続
い
て
別
当
の
普
門
院
・
最
勝
院
・
玉
蔵
院
と
名
主
二
名
外
宿
役
人

以
下
氏
子
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

『
都
鳥
の
碑
』
【
別
名
業
平
と
八
幡
社
の
故
事
を
伝
え
る
碑
】 

 

碑
文
の
表
面
に
は
、
「
隅
田
川
は
、
む
さ
し
と
下
つ
ふ
さ
の
国
の
界
な
り
、
陸
奥
に
住
き
か
ふ
道
に

あ
た
る
所
を
春
日
部
の
う
ま
や
と
い
ふ
、
在
原
中
将
の
、
い
ざ
こ
と
と
わ
ん
、
都
鳥
と
よ
め
り
し
跡
な

が
ら
、
ふ
ち
と
か
わ
り
て
、
今
は
小
川
と
な
り
、
む
か
し
の
わ
た
り
は
岡
と
な
り
し
が
、
元
弘
の
年
さ
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が
美
の
国
の
銀
杏
の
一
枝
飛
び
来
た
り
て
、
ひ
と
よ
の
ほ
ど
に
お
ひ
け
り
、
其
の
神
木
の
も
と
、
鎮
り

い
ま
す
神
の
み
い
ず
の
、
い
や
ま
し
に
幸
ひ
給
へ
る
み
や
し
ろ
の
あ
た
り
ぞ
、
い
ざ
舟
に
の
れ
と
言
け

ん
昔
の
名
残
り
な
り
け
ら
し
、 

正
三
位 

 
 

 

有
功 

 
 

 
 

と
わ
れ
つ
る
、
あ
と
だ
に
と
め
よ
、
都
鳥 

 
 

 
 

 

む
か
し
は
、
遠
き
わ
た
り
な
り
と
も
、 

 
 

 
 

神
垣
に
た
て
る
、
ひ
と
木
を
た
め
し
に
て
、 

 
 

 
 

 

千
々
に
さ
か
え
ん
、
春
日
部
の
里 

 

裏
面
に
は
、
新
方
四
十
余
郷
惣
社
春
日
部
八
幡
宮
は
、
春
日
部
治
部
少
輔
時
賢
主
、
隅
田
川
の
岡
に

造
立
せ
ら
れ
る
所
な
り
、
こ
た
び
千
種
殿
に
乞
奉
り
て
詠
歌
を
碑
面
に
彫
刻
す
、
又
放
生
会
再
興
の
た

め
に
高
田
二
反
五
畝
三
歩
を
寄
付
し
て
永
世
に
伝
ふ
る
も
の
な
り
。 

嘉
永
六
年
五
月
立
。
と
あ
る
。 
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◎
社
前
の
一
の
鳥
居
に
は
、
『
新
方
荘
惣
社
』
の
掲
額
が
あ
る
。
安
政
五
年
再
建
と
あ
る
。 

◎
社
前
ご
神
木
の
前
の
灯
籠
に
は
、
『
新
方
鎮
守
社
』
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
天
保
三
年
と
あ
る
。 

◎
明
治
六
年
「
郷
社
」
に
列
格
。
明
治
四
十
年
四
月
幣
帛
供
進
社
に
指
定
さ
れ
る
。 

 

昭
和
二
十
四
年
四
月
三
十
日
「
宗
教
法
人
」
の
登
録
。 

神
社
行
事 

 

正
月
初
参
り
・
二
月
節
分
祭
・
春
祭
二
月
十
八
日
・
例
大
祭
十
月
十
五
日
・
秋
祭
十
一
月
二
十
三
日 

伝
統
行
事 

 

十
一
月
の
秋
祭
に
は
、
御
神
輿
の
氏
子
町
内
へ
の
渡
御
巡
行
が
行
な
わ
れ
る
。
昭
和
五
十
七
年
か
ら

秋
に
社
前
で
薪
能
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

末 
 

社 

 

弁
天
社
の
他
多
数
の
小
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
。 

◎
「
春
日
部
天
神
社
」
古
来
境
内
地
内
に
天
神
社
が
小
祠
と
し
て
あ
っ
た
が
、
平
成
三
年
改
め
て
、
九
州 
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大
宰
府
の
天
満
宮
に
乞
い
奉
り
、
ご
分
靈
を
勧
請
し
て
新
た
に
社
前
を
造
営
し
、
敷
地
を
整
備
し
た
。 

境
内
内
地
内
の
石
碑 

一
、
天
神
社
の
前
に
高
さ
約
二
メ
ー
ト
ル
・
幅
約
一
・
五
メ
ー
ト
ル
程
の
自
然
石
の
石
絵
馬
が
あ
る
。 

碑
文
は
、
粕
壁
宿
名
主
次
郎
兵
衛
孝
熈
の
で
あ
る
。 

春
之
日
乃
野
部
之 

母
里
能
下
草
爾
不
整 

駒
毛
睦
志
九
古
曾 

安
政
三
年
十
一
月
晦
日 

七
十
三
翁
孝
熈 

 
 

 

志
主
青
木
三
吉 

二
、
駐
車
場
入
口
右
角
に
石
碑
が
あ
る
。 

 

「
松
園
敬
甫
翁
碑
」 

 

従
二
位
勲
一
等
榎
本
武
揚
篆
額 

翁
諱
敬
甫
松
園
氏
武
蔵
国
粕
壁
之
人
文
化
五
年
辰
正
月
生
聖
護
院
、
下
命
变
本
山
修
験
正
大
先

達
不
動
院
霞
下
準
年
行
事
權
大
僧
都
法
印
號
、
仙
乗
院
特
許
黄
服
蓋
異
數
也
登
大
峰
葛
城
七
回

攀
木
曾
御
嶽
廿
七
回
維
、
新
両
部
判
而
遷
梅
田
村
女
軆
雷
電
兩
社
神
職
補
大
講
義
翁
性
行
篤
實

餘
、
暇
習
字
讀
書
以
教
育
児
童
諄
々
不
倦
闔
郷
頼
其
徳
明
治
一
八
年
一
月
廿
、
七
日
病
而
卒
齢
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七
十
七
配
野
上
氏
先
卒
男
四
人
女
五
人
四
男
恭
光
継
家
為
同
郷
社
神
職
明
治
二
十
六
年
九
月
門 

弟
子
相
謀
建
此
之
碎
巖
高
森
敏
撰
併
書 

裏
面
に
百
四
十
八
名
の
名
を
記
す
。 

  

八
幡
神
社
【
元
新
宿
】 

ご
祭
神
は
、 

 

誉
田

ほ

ん

だ

別
わ
け
の

尊
み
こ
と 

 
 

【
応
神
天
皇
】 

 

息 い
き

長
足

な
が
た
ら

姫
ひ
め
の

尊
み
こ
と 
 

【
神
功
皇
后
】 

 

武
内
宿
禰

た
け
の
う
ち
す
く
ね 
 

 
 

【
春
日
部
氏
の
祖
】 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
口
碑
に
よ
る
と
、
正
親
天
皇
の
御
代
、
天
正
二
年
四
月
【
一
、
五
七
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四
】
北
条
氏
の
家
臣
関
根
家
が
常
に
信
仰
し
て
い
た
宇
佐
八
幡
宮
の
ご
分
靈
を
勧
請
し
て
建
立
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
地
に
八
幡
神
社
を
お
迎
え
す
る
に
当
た
っ
て
、
関
根
図
書
助
が
常
に
使
い
た
る
強
弓
を
放
っ
て

其
の
矢
の
落
ち
た
と
こ
ろ
こ
そ
神
慮
に
叶
っ
た
所
た
り
と
し
て
、
こ
の
地
を
選
ん
だ
と
い
う
説
が
残
さ

れ
て
い
る
。 

 

関
根
家
は
、
真
藏
宗
氏
が
享
禄
年
中
頃
【
一
、
五
二
八
】
糟
ヶ
邊
に
兵
乱
を
逃
れ
て
居
住
し
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
居
住
地
は
現
在
の
元
新
宿
の
関
根
製
油
所
の
付
近
と
推
定
さ
れ
る
。 

 

関
根
図
書
助
に
つ
い
て
は
、
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
の
粕
壁
宿
の
項
に
、
旧
家
者
、
九
左
衛
門
と

し
て
、
記
載
さ
れ
て
い
る
。
先
祖
は
某
郡
関
根
村
を
領
し
、
即
ち
居
城
し
在
地
名
を
も
っ
て
関
根
を
称

す
と
云
、
其
後
真
藏
宗
氏
な
る
者
、
時
の
兵
乱
を
避
け
当
初
に
來
り
て
隠
棲
す
。
宗
氏
卒
後
其
子
、
父

が
菩
提
の
為
、
彼
の
墓
所
へ
庵
室
を
結
び
真
藏
庵
と
名
付
け
、
其
後
願
い
上
げ
て
一
寺
と
す
と
云
、
今

の
真
臓
院
是
な
り
、
真
藏
よ
り
数
代
を
経
て
天
正
年
中
図
書
と
称
せ
し
者
、
北
条
氏
に
従
ひ
戦
功
に
よ
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り
て
、
氏
繁
よ
り
感
状
を
賜
ひ
且
つ
鱗
の
紋
を
許
さ
る
外
に
深
井
佐
枝
へ
円
阿
弥
が
奉
り
に
て
出
せ
し

文
書
及
び
御
入
国
の
後
、
岩
槻
城
主
高
力
よ
り
与
え
し
書
あ
り
、
図
書
を
経
て
今
の
九
左
衛
門
に
及
ぶ
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

関
根
村
と
は
、
現
在
の
行
田
市
大
字
関
根
で
あ
る
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
八
幡
社
二
宇
、
真
藏
院
持
ち
、
誉
田
別
命
を
祭
る
。
と
記
さ
れ
て

い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
八
幡
社
「
平
社
」
元
新
宿
に
あ
り
、
誉
田
別
尊
を
祭
る
。
と
記
さ
れ
て

い
る
。 

◎
大
正
十
二
年
、
関
東
大
震
災
で
本
殿
・
拝
殿
共
に
全
壊
し
た
。
故
老
の
伝
え
に
よ
る
と
、
こ
の
時
民
家 

も
被
害
が
甚
大
で
住
民
等
が
協
議
し
て
、
こ
の
社
を
一
時
期
「
村
社
」
八
幡
神
社
【
大
砂
】
に
、
お 

預
け
し
て
民
家
の
復
興
後
、
神
社
を
こ
の
地
に
お
迎
え
す
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
総
代
の
代
表

者
某
氏
の
家
に
禍
が
再
三
あ
り
て
、
住
民
は
神
様
の
お
怒
り
と
恐
れ
協
議
の
結
果
、
民
家
よ
り
先
に
神 
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社
の
再
建
に
取
り
掛
か
り
、
大
正
十
五
年
完
成
し
て
現
在
に
至
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

◎
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
二
十
五
日
「
宗
教
法
人
」
に
登
録
。 

神
社
行
事 

 

春
祭
二
月
十
九
日
・
例
祭
七
月
十
五
日
・
秋
祭
十
二
月
二
日 

伝
統
行
事 

一
、 

村
社
八
幡
神
社
の
祭
礼
の
際
、
御
神
輿
渡
御
が
行
な
わ
れ
る
と
、
当
日
は
、
こ
の
地
の
八
幡
神

社
に
渡
御
さ
れ
て
一
泊
さ
れ
る
習
慣
が
あ
る
。 

二
、 

祭
礼
の
日
、
区
域
内
を
分
け
て
、
宵
宮
の
日
に
祭
当
番
の
家
に
神
社
か
ら
、
金
幣
と
太
刀
を
奉

じ
て
祭
壇
に
飾
り
、
付
近
の
人
達
と
直
盛
【
な
お
ら
い
】
を
す
る
慣
習
が
あ
っ
た
。 

◎
社
前
の
右
手
に
大
銀
杏
の
木
が
あ
る
。 

 

こ
の
銀
杏
の
木
は
春
日
部
市
内
で
も
珍
し
い
銀
杏
で
、
幹
に
乳
房
の
様
に
「
こ
ぶ
」
が
下
が
っ
て
い

る
。
【
俗
に
乳
銀
杏
と
言
わ
れ
て
い
る
。
】 
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東
八
幡
神
社
【
大
砂
】 

ご
祭
神
は 

 

誉
陀

ほ

ん

だ

別
わ
け
の

尊
み
こ
と

【
応
神
天
皇
】 

 

息 い
き

長
足

な
が
た
ら

姫
ひ
め
の

命
み
こ
と

【
神
功
皇
后
】 

 

武
内
宿
禰

た
け
の
う
ち
す
く
ね 

 

【
春
日
部
氏
の
祖
】 

 

比 ひ

売 め
の

神 か
み 

 

豊
受
姫

と
よ
う
け
ひ
め
の

命
み
こ
と 

 

倉 う
が

稲 の

魂
み
た
ま
の

命
み
こ
と 

 

素
盞
鳴

す

さ

の

う

の

命
み
こ
と 

 

神 か
み

大
市
比
売

お

お

い

ち

ひ

め

の

命
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
口
碑
に
よ
れ
ば
、
粕
壁
宿
が
元
和
年
中
に
【
一
、
六
一
五
】
日
光
街
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道
の
宿
駅
と
し
て
さ
だ
め
ら
れ
、
駅
業
務
が
始
ま
っ
た
時
、
上
宿
・
仲
宿
と
共
に
新
宿
組
が
組
織
さ
れ
、 

元
新
宿
【
当
時
は
新
宿
】
の
住
民
が
二
、
三
男
を
残
し
て
こ
の
地
に
転
居
し
、
宿
場
業
務
の
旅
篭
屋
・ 

伝
馬
制
度
の
夫
役
等
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
り
、
関
根
家
も
こ
の
地
に
転
居
し
て
旅
篭
屋
【
仙
台
屋
… 

仙
台
藩
の
御
用
宿
を
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
】
を
開
業
し
た
。
関
根
家
の
信
仰
す
る
八
幡
宮
を
こ
の 

地
に
祠
る
こ
と
と
な
り
、
石
清
水
八
幡
宮
の
ご
分
靈
を
勧
請
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
「
八
幡
社
」
誉
田
別
尊
を
祭
る
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
八
幡
社
「
村
社
」
大
砂
に
あ
り
、
誉
田
別
尊
を
祭
る
。
祭
日
九
月
十
九

日
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

明
治
六
年
「
村
社
」
に
列
格
。
昭
和
二
十
四
年
「
宗
教
法
人
」
登
録
。 

神
社
行
事 

 

例
祭
七
月
二
十
日 

伝
統
行
事 
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例
祭
日
に
御
神
輿
の
渡
御
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
不
詳
。 

末 
社 

 

「
松
の
木
稲
荷
」 

 

由
緒
は
不
詳
な
れ
ど
、
古
来
粕
壁
宿
の
松
樹
の
里
【
現
在
の
粕
壁
東
…
三
枚
橋
町
内
会
で
粕
壁
小
学

校
の
裏
手
】
に
鎮
座
せ
る
も
の
を
、
明
治
四
十
四
年
十
一
月
、
こ
こ
八
幡
神
社
境
内
に
奉
遷
さ
れ
る
。

社
前
に
『
春
日
部
駅
松
之
樹
の
里
』
と
刻
ま
れ
た
石
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
豊
玉
稲
荷
」 

 

往
古
粕
壁
宿
川
久
保
の
金
子
豊
次
郎
氏
の
屋
敷
神
と
し
て
鎮
座
あ
り
し
が
、
明
治
末
期
に
こ
こ
八
幡

神
社
境
内
に
奉
遷
さ
れ
る
。 

 

「
雷
電
神
社
」 

 

往
古
粕
壁
宿
川
久
保
に
鎮
座
せ
る
も
、
明
治
末
期
に
こ
こ
八
幡
神
社
境
内
に
奉
遷
さ
れ
る
。 

「
天
神
社
」 
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由
緒
不
詳 

◎
境
内
内
に
多
数
の
庚
申
塔
が
存
在
し
て
い
る
。
元
は
氏
子
連
の
地
元
に
建
立
さ
れ
て
い
た
も
の
を
関 

東
大
震
災
の
際
整
理
し
て
こ
こ
八
幡
神
社
境
内
に
移
設
統
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

  

秋
葉
神
社
【
中
央
一
丁
目
】 

ご
祭
神
は 

 

火
産
靈

ほ

む

す

び

の

命
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
。
古
来
よ
り
こ
の
地
に
鎮
座
し
、
火
防
の
神
と
し
て
広
く
崇
敬
さ
れ
て
い
る
。 

口
碑
に
よ
る
と
、
或
る
年
の
十
二
月
、
北
西
の
風
が
強
く
吹
く
夜
の
こ
と
、
粕
壁
宿
の
名
主
多
田
次

郎
兵
衛
の
邸
内
の
裏
手
【
多
田
家
の
屋
敷
は
日
光
街
道
か
ら
現
在
の
春
日
部
駅
西
口
広
場
あ
た
り
迄
の
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広
大
な
屋
敷
で
あ
っ
た
。
】
に
何
物
か
が
落
下
し
た
凄
い
地
響
き
が
あ
っ
た
。
家
人
が
驚
い
て
飛
び
出

し
て
見
る
と
、
六
尺
余
り
の
大
槍
を
携
え
た
一
人
の
六
部
【
修
験
者
】
が
立
っ
て
居
た
。
次
郎
兵
衛
は

驚
き
騒
ぐ
家
人
を
制
止
し
て
、
六
部
を
客
間
に
招
じ
て
丁
寧
に
も
て
な
し
た
。
数
日
後
、
六
部
は
笈
の

中
か
ら
一
個
の
包
み
を
取
り
出
し
て
次
郎
兵
衛
に
与
え
る
と
、
別
れ
を
告
げ
風
の
よ
う
に
消
え
去
っ
た
。 

 

次
郎
兵
衛
が
何
気
な
く
こ
の
包
み
を
解
い
て
み
る
と
、
中
か
ら
現
れ
た
の
は
、
秋
葉
権
現
の
御
神
体 

で
あ
っ
た
。
次
郎
兵
衛
は
さ
て
は
今
の
六
部
は
秋
葉
山
か
ら
の
使
者
か
、
ま
た
は
秋
葉
権
現
の
化
身
に 

違
い
な
い
と
怖
れ
て
、
六
部
の
降
り
立
っ
た
場
所
に
祠
を
建
て
た
。
こ
れ
が
当
秋
葉
神
社
で
あ
る
と
伝 

え
ら
れ
て
い
る
。 

史
料
の
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
・
『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
そ
の
記
載
が
な
い
。
こ
の
神
社
は
、

元
は
春
日
部
駅
西
口
左
手
の
銀
杏
の
木
が
あ
る
場
所
に
鎮
座
し
て
い
た
が
、
西
口
区
画
整
理
事
業
に
よ

っ
て
現
在
地
に
移
転
し
た
。 
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神
社
行
事 

 

春
祭
四
月
十
八
日
・
秋
祭
十
二
月
十
八
日 

伝
統
行
事 

 

不
詳 

伝 

説 

 

昔
、
粕
壁
宿
に
は
、
河
内
屋
火
事
・
ろ
う
そ
く
屋
火
事
・
島
村
火
事
・
妙
樂
院
火
事
等
の
大
火
が
あ 

っ
た
。
そ
れ
ら
の
火
事
の
鎮
火
す
る
都
度
、
大
き
な
火
の
玉
が
、
こ
の
神
社
に
落
ち
た
と
も
伝
え
ら
れ 

て
い
る
。
或
る
年
三
枚
橋
組
の
喜
蔵
床
が
火
元
で
大
火
に
な
り
、
宿
の
家
並
み
が
類
焼
し
火
は
新
々
田 

【
現
在
の
一
宮
町
内
会
】
の
源
徳
寺
に
せ
ま
っ
た
。
こ
の
時
、
寺
の
山
門
に
異
様
な
風
体
の
人
影
が
現 

れ
、
手
に
し
た
団
扇
の
よ
う
な
も
の
で
降
り
そ
そ
ぐ
火
の
粉
を
降
り
払
う
と
、
不
思
議
や
風
向
き
が
変 

わ
り
火
事
が
鎮
ま
り
寺
は
難
を
免
れ
た
。
人
々
は
こ
の
奇
跡
を
神
の
加
護
と
信
じ
た
と
い
う
。 

 

ま
た
、
こ
の
神
社
の
祭
日
に
雨
が
降
る
と
き
は
、
神
に
怒
り
の
示
現
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。 
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境
内
内
の
石
碑 

社
前
に
奉
納
記
念
碑
が
あ
る
。
碑
文
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。 

 
 

 
 

か
ぐ
つ
ち
の 

 

神
の
い
か
り
の 

し
ず
め
と
や 

あ
き
は
の
森
に 

 

雨
は
降
る
ら
ん 

明
治
十
七
年
三
月 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
孝
純 

 
 

【
春
日
部
孝
純
と
は
、
元
粕
壁
宿
名
主
で
初
代
粕
壁
町
長
多
田
亀
十
郎
】 
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春
日
部
稲
荷
神
社
【
浜
川
戸
】 

ご
祭
神
は 

倉 う

稲 が
の

魂
み
た
ま
の

神 か
み 

由
緒
・
沿
革 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
も
、
故
老
よ
り
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
昔
、
春
日
部
氏
が
此
の
地
に
築
城

の
際
、
氏
神
と
し
て
祭
祀
し
、
領
土
安
穏
・
五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
た
も
の
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

筆
者
【
須
賀
芳
郎
】
は
、
昭
和
五
十
五
年
、
社
殿
改
築
・
遷
宮
の
際
、
氏
子
会
長
の
依
頼
を
受
け
、

故
老
よ
り
の
伝
承
と
史
書
の
閲
読
を
基
に
推
察
し
て
、
当
社
の
由
緒
を
記
し
た
。
【
現
在
社
前
入
口
に

掲
示
】
こ
れ
は
、
『
春
日
部
』
の
地
名
か
ら
類
推
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。 

当
神
社
は
『
春
日
部
稲
荷
大
明
神
』
と
申
し
上
げ
、
ご
祭
神
は
『
倉
稲
魂
神
』
と
申
し
上
げ
ま
す
。

縁
起
・
由
緒
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
『
春
日
部
』
と
言
う
地
名
と
、
こ
の
場
所
よ

り
推
察
し
て
当
神
社
の
由
緒
を
記
し
ま
す
。 
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『
春
日
部
』
と
言
う
地
名
は
、
古
代
の
雄
略
天
皇
【
二
十
一
代
】
の
期
【
四
七
八
】
に
大
和
朝
廷
の

属
地
と
し
て
定
め
ら
れ
、
皇
女
春
日
大
娘
【
か
す
が
の
お
お
い
ら
つ
め
す
め
ら
ひ
め
】
の
御
名
代
部
【
み

な
し
ろ
べ
】
と
し
て
命
名
さ
れ
た
地
名
で
あ
り
ま
す
。
御
名
代
部
を
統
治
・
管
理
す
る
た
め
に
派
遣
さ

れ
た
「
在
庁
官
人
」
が
こ
の
地
に
居
を
構
え
て
い
た
こ
と
が
、
遺
跡
の
発
掘
に
よ
り
推
測
さ
れ
ま
す
。 

中
世
の
時
代
に
な
っ
て
、
武
士
団
が
結
成
さ
れ
、
こ
の
地
に
住
し
て
い
た
領
主
は
、
武
蔵
国
荏
原
郡

に
住
し
た
本
姓
紀
氏
の
一
派
で
あ
り
、
在
地
名
『
春
日
部
』
を
名
乗
っ
た
と
言
わ
れ
る
豪
族
で
あ
り
ま

す
。 当

社
の
所
在
す
る
こ
の
地
は
「
春
日
部
氏
」
の
屋
敷
跡
で
あ
り
、
『
春
日
部
稲
荷
大
明
神
』
は
春
日

部
氏
の
屋
敷
神
と
し
て
京
都
伏
見
稲
荷
大
社
よ
り
勧
請
し
祭
祀
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
創
建
の
年

代
を
案
ず
る
に
伏
見
大
社
は
奈
良
時
代
の
和
銅
年
間
と
あ
り
、
そ
れ
よ
り
降
る
こ
と
二
百
年
位
と
推
定

さ
れ
る
の
で
、
平
安
期
と
思
考
さ
れ
、
お
よ
そ
千
百
年
位
以
前
の
創
建
と
推
擦
す
る
次
第
で
す
。
昭
和

五
十
五
年
庚
申
六
月 
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『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
「
稲
荷
社
」
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
『
武
蔵
国
郡
村
誌
』

に
は
、
「
平
社
」
字
浜
川
戸
に
あ
り
、
『
豊
受
姫
命
』
を
祭
る
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

明
治
六
年
「
無
格
社
」
の
指
定
を
受
け
る
。
昭
和
二
十
四
年
三
月
二
十
五
日
「
宗
教
法
人
」
に
登
録
。 

昭
和
四
十
七
年
十
二
月
十
九
日
、
埼
玉
県
よ
り
環
境
緑
地
保
護
地
区
に
指
定
さ
れ
る
。 

神
社
行
事 

例
祭
宮
本
町
内
会
は
二
月
初
午
・
氏
子
会
は
三
月
初
午 

伝
統
行
事 

八
幡
神
社
の
例
祭
に
は
、
『
御
神
輿
』
渡
御
の
際
、
八
幡
神
社
『
御
神
輿
』
の
先
頭
に
な
り
、
氏
子

町
内
会
を
巡
行
す
る
慣
習
が
あ
る
。 
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雷
電
神
社
【
粕
壁
】 

ご
祭
神
は 

 

板
倉
雷
電
大
神
の
ご
分
靈 

 

火 ほ
の

雷
い
か
づ
ち
の

大
神

お
お
か
み 

 

大

雷

お
お
い
か
づ
ち
の

大
神

お
お
か
み 

 

別 わ
け

雷
い
か
づ
ち
の

大
神

お
お
か
み 

 

菅
原
道
真

す
が
は
ら
の
み
ち
ざ
ね 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
口
碑
に
よ
れ
ば
、
元
禄
三
年
【
一
、
六
九
〇
】
七
月
二
十
六
日
の
創

建
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

当
時
、
旱
魃
続
き
の
た
め
近
隣
の
農
民
が
相
集
ま
り
、
此
所
に
大
池
を
掘
り
、
盛
り
土
の
上
に
板
倉

雷
電
大
神
の
ご
分
靈
を
勧
請
祭
祀
し
、
雨
乞
い
祭
を
行
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
板
倉
雷
電
大
神
の
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御
神
徳
は
、
火
・
水
を
主
宰
さ
れ
、
人
間
・
動
植
物
の
生
命
発
展
且
つ
生
物
の
生
成
育
成
に
当
た
り
、

五
穀
豊
穣
・
厄
除
け
開
運
等
に
靈
験
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

菅
原
道
真
は
、
『
天
神
様
』
と
呼
ば
れ
学
問
の
神
様
と
し
て
多
く
の
信
仰
を
受
け
て
い
る
。 

考
古
学
者
に
よ
る
と
、
こ
の
土
地
は
七
世
紀
頃
の
古
墳
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 

故
老
の
伝
え
に
よ
る
と
、
こ
の
付
近
の
耕
地
は
、
俗
に
山
口
田
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
山

口
家
本
家
の
祖
庄
兵
衛
と
い
う
人
が
伊
勢
国
平
野
村
出
身
で
、
江
戸
時
代
初
期
の
日
光
東
照
宮
造
営
の

際
、
宮
大
工
で
あ
っ
た
の
で
、
幕
府
の
お
召
し
に
応
じ
て
日
光
に
赴
き
、
ご
造
営
工
事
終
了
後
、
日
光

街
道
を
経
て
帰
国
の
途
次
、
粕
壁
宿
に
立
ち
寄
り
そ
の
ま
ま
定
着
し
、
こ
の
あ
た
り
の
土
地
を
開
墾
し

て
農
民
と
な
っ
た
と
山
口
家
文
書
に
あ
る
。
当
時
こ
の
古
墳
の
大
木
に
落
雷
が
あ
り
、
農
民
が
雷
神
の

怒
り
と
怖
れ
、
板
倉
雷
電
大
神
の
、
ご
分
靈
を
勧
請
し
、
お
祠
り
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
【
こ

の
土
地
あ
た
り
に
山
口
田
の
親
田
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
】 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
雷
電
社
の
記
載
は
な
い
。 
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『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
雷
電
社
「
平
社
」
字
八
木
崎
に
あ
り
、
別
雷
命
を
祭
る
。
と
記
さ
れ
て 

い
る
。 

 

明
治
六
年
「
無
格
社
」
に
指
定
。
昭
和
二
十
四
年
四
月
三
十
日
「
宗
教
法
人
」
登
録
。 

神
社
行
事 

春
祭
四
月
二
十
六
日
・
例
祭
七
月
二
十
六
日 

伝
統
行
事 

不
詳 
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神
明
社
【
春
日
町
内
会
】 

ご
祭
神
は 

大
日
靈

お

お

ひ

る

め

貴
む
ち
の

尊
み
こ
と

【
天
照
大
神
】 

由
緒
・
沿
革 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
口
碑
に
よ
る
と
、
天
明
年
間
、
当
初
【
粕
壁
宿
名
主
見
川
家
の
屋
敷
】 

に
居
住
し
て
い
た
九
法
四
郎
兵
衛
が
、
屋
敷
内
を
開
墾
中
、
土
中
よ
り
ご
神
体
と
鏡
を
発
見
し
た
。
名

主
は
こ
れ
を
屋
敷
内
に
祭
祀
し
、
字
【
山
中
】
の
氏
神
と
し
て
崇
敬
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
こ
の
神
明
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
神
明
社
「
平
社
」
宿
の
字
上
山
中
に
あ
り
天
照
大
神
を
祭
る
。
祭
日
六

月
二
十
一
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

明
治
六
年
「
無
格
社
」
に
指
定
。
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
二
十
五
日
「
宗
教
法
人
」
登
録
。 

神
社
行
事 
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夏
祭
七
月
二
十
一
日
・
秋
祭
十
二
月
十
四
日 

伝
統
行
事 

 

十
二
月
十
四
日
に
は
、
境
内
で
歳
の
市
が
開
か
れ
均
衡
・
近
在
か
ら
多
く
の
人
々
が
集
ま
り
、
宿
内

も
商
人
が
参
加
し
て
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
。 

 

  

八
坂
神
社
【
牛
頭
天
王
社
と
も
言
う
。
】
【
粕
壁
】 

ご
祭
神
は 

素
盞
鳴

す

さ

の

う

の

尊
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
『
武
州
古
文
書
』
の
中
に
、
延
文
六
年
【
一
、
三
六
一
】
の
市
場 
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祭
文
に
『
下
総
州
春
日
部
郷
市
祭
成
之
』
と
あ
る
。 

こ
れ
は
、
春
日
部
市
に
市
場
が
開
か
れ
、
市
神
様
に
祈
願
し
た
と
き
の
祭
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か 

る
。
春
日
部
で
は
、
近
在
の
農
民
の
経
済
流
通
の
手
段
と
し
て
、
四
・
九
の
日
に
市
が
た
て
ら
れ
、
米

の
相
場
・
反
物
の
取
り
引
き
・
生
活
物
資
の
取
り
引
き
等
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
中
世
の
頃
は
物

と
物
の
交
換
市
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
市
は
、
昭
和
二
十
九
年
頃
ま
で
盛
ん
で
あ
っ
た
。
【
こ

れ
を
六
斎
市
と
言
う
。
】
春
日
部
付
近
で
は
、
越
ヶ
谷
・
岩
槻
・
杉
戸
宿
で
そ
れ
ぞ
れ
市
が
開
か
れ
て

い
た
。 

こ
の
こ
と
か
ら
類
推
し
て
、
こ
の
神
社
の
創
建
は
中
世
の
頃
と
思
考
さ
れ
る
。 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
こ
の
神
社
の
記
載
は
な
い
。 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
八
坂
社
「
平
社
」
宿
の
東
方
新
々
田
【
現
在
の
一
宮
町
内
会
】
に
あ
り
、 

素
盞
鳴
尊
を
祭
る
。
祭
日
六
月
十
五
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
四
年
「
宗
教
法
人
」
登
録
。 

神
社
行
事 
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七
月
九
・
十
二
・
十
四
日
に
、
祇
園
祭
【
天
王
祭
】 

伝
統
行
事 

戦
前
は
、
こ
の
祇
園
祭
は
七
月
九
・
十
二
・
十
四
日
に
行
わ
れ
、
九
日
は
、
御
仮
屋
に
出
御
し
て
宵 

宮
祭
が
行
な
わ
れ
、
十
二
・
十
四
日
は
各
町
内
会
の
『
御
神
輿
』
が
繰
り
出
し
て
空
き
地
に
は
野
芝
居
・

サ
ー
カ
ス
等
の
興
業
が
催
さ
れ
、
賑
や
か
に
お
祭
り
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
中
に
は
、
威
勢
の
良
い
『
御

神
輿
』
が
あ
り
、
喧
嘩
神
輿
の
騒
動
も
あ
っ
た
。
そ
の
都
度
町
内
会
役
員
の
苦
労
は
大
変
な
も
の
で
あ

っ
た
。
十
五
日
に
は
、
『
御
神
輿
』
が
町
内
渡
し
で
担
ぎ
込
み
宿
内
を
巡
行
し
て
い
た
が
、
若
者
が
少

な
く
な
っ
て
担
ぎ
手
が
減
少
た
た
め
、
牛
車
で
巡
行
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。 

戦
後
一
時
期
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
指
令
に
よ
っ
て
祭
典
は
中
止
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
二
十
二
年
【
一
、

九
四
七
】
に
『
新
憲
法
』
が
制
定
発
布
さ
れ
、
そ
の
お
祝
い
に
手
作
り
の
「
御
神
輿
」
が
担
が
れ
、
昭

和
二
十
四
年
に
『
御
神
輿
』
の
渡
御
が
始
ま
っ
た
。
し
か
し
、
市
街
地
で
の
『
御
神
輿
』
を
担
ぐ
こ
と

は
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
、
や
む
な
く
内
牧
地
区
民
の
承
諾
を
得
て
、
内
牧
地
区
ま
で
出
向
い
て
若
者
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達
は
『
御
神
輿
』
を
担
い
だ
時
期
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
春
日
部
町
連
合
青
年
会
が
春
日
部
町
警
察
署

と
協
議
し
て
、
『
御
神
輿
』
の
渡
御
の
方
法
を
定
め
た
【
神
社
に
向
か
う
『
御
神
輿
』
は
担
ぎ
渡
御
す

る
が
、
帰
り
の
『
御
神
輿
』
が
す
れ
ち
が
う
と
き
は
、
道
端
に
下
ろ
し
て
休
み
、
相
手
方
の
『
御
神
輿
』

が
通
過
後
に
担
ぎ
、
自
分
の
町
内
会
へ
戻
る
方
法
に
し
た
。
】
の
で
、
市
街
地
で
祭
礼
を
行
う
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
後
、
若
者
達
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
化
が
進
み
、
若
者
の
集
合
が
困
難
な
こ
と
と
、
祭
経
費

の
支
出
に
各
町
内
会
が
苦
慮
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
時
期
『
御
神
輿
』
の
渡
御
を
休
止
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
五
十
一
年
よ
り
春
日
部
市
観
光
協
会
の
主
催
に
よ
っ
て
、
夏
祭
り
パ
レ
ー
ド
と

名
称
を
変
え
神
社
信
仰
に
関
係
な
く
祭
典
を
催
す
こ
と
に
な
り
、
毎
年
『
御
神
輿
』
の
パ
レ
ー
ド
渡
御

が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

江
戸
時
代
に
は
、
粕
壁
宿
名
主
次
郎
兵
衛
が
書
き
残
せ
し
『
古
文
書
』
の
中
、
『
粕
壁
宿
用
留
』
と 

『
公
用
日
記
』
に
、
幾
つ
か
の
天
王
祭
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
文
政
八
年
【
一
、

八
二
五
】
の
『
天
王
祭
一
件
御
糺
口
書
被
仰
付
』
と
題
し
て
天
王
祭
礼
一
件
に
つ
い
て
、
『
其
宿
天
王
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祭
礼
之
儀
ニ
付
、
相
糺
儀
有
之
間
宿
内
不
差
支
支
様
取
計
置
、
重
立
候
役
人
共
両
三
人
明
廿
一
日
無

相
違
罷
出
可
相
届
も
の
也
』
六
月
廿
日 

 
 

 
 

 
 

伊
奈
半
左
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 

武
州
埼
玉
郡
粕
壁
宿
名
主
・
問
屋
・
年
寄
と
言
う
、
名
主
外
役
人
が
呼
び
出
さ
れ
て
、
お
調
べ
を
受 

け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
文
書
が
あ
る
。 

こ
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
項
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

「
天
王
祭
礼
は
、
毎
年
、
年
当
番
と
し
て
二
町
内
が
携
わ
り
、
九
日
に
仮
屋
と
御
神
酒
所
を
設
け
て
、

ご
神
体
の
『
御
神
輿
』
を
仮
屋
に
移
し
宵
宮
と
し
、
十
二
・
十
四
日
は
祭
礼
日
で
、
子
供
達
が
太
鼓
を

叩
く
『
御
神
輿
』
は
宿
内
を
渡
御
す
る
風
習
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
各
町
内
も
『
神
輿
』
や
素
盞
鳴
命 

を
乗
せ
た
山
車
【
当
時
の
山
車
は
今
は
内
出
町
内
会
と
一
宮
町
内
会
に
部
品
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
】 

を
作
り
祭
礼
を
祝
っ
て
い
た
が
、
こ
の
当
時
幕
府
よ
り
の
御
法
度
の
お
触
れ
書
き
が
出
さ
れ
、
奢
侈
禁

止
令
が
出
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
宿
・
仲
宿
・
新
宿
組
で
は
、
祭
礼
に
便
乗
し
て
空
き
地

を
利
用
し
て
路
上
ま
で
華
麗
な
飾
り
付
け
を
し
た
り
、
手
踊
り
の
師
匠
を
雇
っ
て
舞
台
を
設
け
、
浄
瑠
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璃
の
催
し
を
し
た
こ
と
は
、
御
法
度
を
弁
え
ぬ
仕
業
で
あ
る
と
、
叱
ら
れ
た
【
註
飾
り
付
け
等
と
は
、

笊
や
樽
・
む
し
ろ
・
反
物
・
縄
等
を
利
用
し
て
、
大
蛇
や
宝
船
の
飾
り
物
に
し
た
、
ま
た
、
手
踊
り
の

師
匠
は
、
こ
の
時
関
宿
の
祭
礼
に
向
か
う
浄
瑠
璃
の
一
行
が
宿
内
に
泊
っ
て
い
た
の
を
知
り
、
雇
っ
て

催
し
た
こ
と
。
】
上
、
重
立
っ
た
人
達
に
過
料
・
手
鎖
一
ヶ
月
の
罰
を
課
せ
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

◎
江
戸
時
代
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
行
事
と
し
て
、
六
斎
市
の
四
・
九
の
日
が
初
午
の
日
に
な
る
年
は 

 

火
災
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
て
、
六
斎
市
の
取
締
役
と
下
組
の
代
表
者
が
境
内
に
集
ま
り
、
社
前
に

仮
設
の
家
を
造
り
祝
詞
を
奏
上
し
火
防
を
祈
願
し
て
そ
の
家
に
御
神
燈
を
移
し
て
炊
上
げ
る
行
事

が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
昭
和
二
十
二
年
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
の
名
主
文
書
に
も
こ
の

こ
と
が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。 
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日
枝
神
社
【
一
宮
町
内
】 

ご
祭
神
は 

 

大
山
咋

お
お
や
ま
さ
の

命
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
故
老
の
伝
承
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
初
期
に
山
王
様
と
し
て
、
こ
の 

地
に
勧
請
さ
れ
た
と
い
う
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
こ
の
神
社
の
記
載
は
な
い
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
日
枝
社
「
平
社
」
宿
の
南
、
字
新
々
田
【
現
在
の
一
宮
町
内
】
に
あ
り

大
山
咋
命
を
祭
る
。
祭
日
六
月
十
五
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
一
宮
町
内
会
が
管
理
し
て
い
る
。 

神
社
行
事 

祇
園
祭
の
際
、
御
仮
屋
を
設
け
て
『
御
神
輿
』
が
出
御
し
て
、
夏
祭
り
パ
レ
ー
ド
に
参
加
し
て
い
る
。 

伝
統
行
事 
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不
詳 

そ
の
他 

境
内
地
の
左
側
に
、
自
然
石
の
庚
申
塔
が
あ
る
。 

  

三
囲
稲
荷
社
【
内
出
】 

ご
祭
神
は 

不
詳 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳 

こ
の
稲
荷
社
の
鎮
座
地
は
、
元
は
現
在
の
春
日
部
中
学
校
の
校
庭
に
あ
っ
た
。
昔
は
、
高
さ
一
・
五

メ
ー
ト
ル
程
で
約
十
平
方
メ
ー
ト
ル
位
あ
り
、
赤
松
が
数
本
生
え
て
い
た
塚
が
あ
り
、
そ
の
上
に
鎮
座
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し
て
い
た
が
、
中
学
校
の
建
設
に
よ
り
、
現
在
地
【
東
武
鉄
道
金
山
踏
切
際
】
に
移
転
し
た
。 

『
伝
説
』
に
よ
る
と
、
こ
の
『
み
め
ぐ
り
稲
荷
社
』
は
、
昔
、
近
江
国
三
井
寺
の
僧
が
靈
夢
に
現
れ 

た
祠
を
尋
ね
て
、
こ
の
地
に
来
て
祠
を
発
見
し
、
荒
れ
て
い
た
祠
を
改
築
し
た
と
言
う
。
そ
の
時
、
祠

の
下
か
ら
「
壷
」
が
出
土
し
た
の
で
、
蓋
を
取
り
中
を
改
め
た
と
こ
ろ
、
右
手
に
数
珠
を
、
左
手
に
稲

穁
を
持
っ
た
神
像
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
僧
は
神
像
を
取
り
出
し
て
拝
ん
だ
そ
の
時
、
突
然
一
匹
の
白

い
キ
ツ
ネ
が
現
わ
れ
て
、
こ
の
神
像
の
ま
わ
り
を
三
度
巡
っ
て
、
そ
の
姿
が
消
え
て
し
ま
っ
た
と
言
う
。 

「
キ
ツ
ネ
」
は
稲
荷
様
の
お
使
い
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
神
像
は
稲
荷
大
明
神
で
あ 

る
と
信
じ
て
、
こ
の
祠
に
祀
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
社
の
名
称
も
、
『
三
囲
稲
荷
社
』
【
み
め
ぐ
り

い
な
り
し
ゃ
】
と
村
人
等
に
伝
え
ら
れ
た
と
言
う
。
ま
た
或
る
時
、
こ
の
祠
の
近
く
に
住
む
老
婆
の
家

の
前
に
、
母
キ
ツ
ネ
が
倒
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
子
キ
ツ
ネ
が
乳
房
を
吸
っ
て
い
た
の
を
発
見
し
て
、
老

婆
は
憐
に
思
っ
て
、
こ
の
子
キ
ツ
ネ
を
拾
っ
て
育
て
て
い
た
と
こ
ろ
、
不
思
議
な
事
に
、
こ
の
子
キ
ツ

ネ
は
良
く
吉
凶
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
の
で
評
判
に
な
り
、
老
婆
は
他
人
の
運
勢
を
占
う
よ
う
に
な
っ
た
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と
言
う
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
更
に
大
正
の
初
期
、
稲
荷
社
が
現
在
地
に
移
転
さ
れ
た
当
時
の
こ
と

で
あ
る
が
、
近
く
に
住
む
男
が
、
或
る
日
、
突
然
こ
の
祠
の
中
に
こ
も
っ
て
、
何
か
を
訴
え
る
よ
う
に

祈
り
続
け
て
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
家
族
が
如
何
に
説
得
し
て
も
、
ま
た
近
所
の
者
が
心
配
し

て
説
諭
し
て
も
、
全
く
動
じ
な
い
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
と
言
う
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

 

神
社
行
事 

字
金
山
の
付
近
の
住
民
が
、
初
午
祭
り
を
行
な
っ
て
い
る
。 

◎
註 

東
京
都
墨
田
区
に
も
『
三
囲
神
社
』
が
あ
る
。
場
所
は
東
武
鉄
道
浅
草
駅
の
鉄
橋
の
手
前
左
側 

に
高
く
そ
び
え
る
神
社
が
『
三
囲
神
社
』
と
言
わ
れ
て
い
る
。
推
定
す
る
に
筆
者
の
私
が
、
昭
和
五

十
六
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｆ
Ｍ
埼
玉
で
『
東
京
の
地
名
と
春
日
部
市
付
近
の
地
名
』
と
題
し
て
放
送
し
た
中
で

も
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
伝
説
を
基
に
江
戸
時
代
の
開
拓
者
が
開
墾
地
の
こ
の
地
域
に
建
立
し
た
神

社
で
は
な
い
か
と
思
考
さ
れ
る
。 
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浅
間
社
【
浜
川
戸
】 

ご
祭
神
は 

 

木
花
咲
耶
姫

こ
の
は
な
さ
く
や
ひ
め
の

命
み
こ
と

【
瓊
々

に

に

杵
ぎ
み
の

命
み
こ
と

の

妃
き
さ
き

】 

由
緒
・
沿
革 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
。
浅
間
山
の
信
仰
の
起
源
は
元
亀
・
天
正
年
間
の
頃
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

『
仙
元
記
』
に
よ
る
と
、
弘
化
二
年
【
一
、
八
四
五
】
六
月
、
暴
風
雨
に
よ
り
こ
の
山
が
崩
れ
た
の 

で
、
山
の
形
を
整
え
る
た
め
に
、
粕
壁
宿
・
幸
手
領
・
岩
槻
領
・
新
方
領
等
の
近
郷
か
ら
多
勢
の
人
達

が
集
ま
り
「
ザ
ル
」
と
弁
当
を
持
参
で
崩
れ
た
山
に
砂
を
運
び
盛
り
上
げ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
新

編
武
蔵
風
土
記
稿
』
・
『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
そ
の
記
載
は
な
い
。
山
頂
に
は
『
不
弐
大
神
』
と
刻
ま

れ
た
二
メ
ー
ト
ル
位
の
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
登
山
口
に
は
禊
教
派
丸
岩
講
が
奉
納
建
立
し
た
石
の

鳥
居
が
あ
る
。
そ
の
傍
ら
に
「
ふ
じ
せ
ん
げ
ん
し
ゃ
」
と
刻
ま
れ
た
石
柱
が
あ
る
。 

◎
浅
間
山
の
信
仰
は
、
駿
河
国
不
二
山
麓
の
白
糸
の
人
穴
で
、
南
行
尊
師
が
行
を
し
た
時
、
木
花
咲
耶
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姫
命
の
霊
が
現
わ
れ
て
「
世
は
将
に
兵
乱
の
時
な
り
、
汝
国
家
を
泰
平
な
ら
し
め
よ
」
と
の
、
お
告

げ
が
あ
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
徳
川
家
康
は
其
の
地
に
来
て
、
過
去
の
夢
物
語
り
に
聞
か
さ
れ

た
地
に
神
社
を
建
て
、
木
花
咲
耶
姫
を
祭
神
と
し
て
祀
り
、
幼
児
の
初
山
に
登
る
こ
と
は
全
て
の
「
け

が
れ
」
を
払
う
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
が
仙
元
神
社
の
始
ま
り
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

当
地
の
浅
間
山
も
毎
年
七
月
一
日
に
は
初
山
と
称
し
て
、
新
生
児
の
健
康
祈
願
に
登
山
参
拝
す
る
習

慣
が
い
ま
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
江
戸
時
代
の
天
保
十
四
年
【
一
、
八
四
四
】
に
書
か
れ
た
日
光
宿
村
大
概
帳
に
は
、
最
勝
院

が
別
当
と
し
て
管
理
し
て
い
る
。
な
お
、
明
治
十
八
年
の
粕
壁
宿
地
誌
編
輯
に
は
、
祠
官
松
園
泰
光
・

祠
掌
春
日
部
孝
純
【
名
主
八
郎
】
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

神
社
行
事 
 

七
月
一
日
の
初
山 

伝
統
行
事 

 

不
詳 

◎
こ
の
山
に
は
、
富
士
山
に
象
っ
て
登
山
口
か
ら
頂
上
ま
で
の
間
に
、
一
合
目
か
ら
順
次
八
合
目
ま
で 



39 

 

の
道
標
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
地
域
は
埼
玉
県
緑
地
保
存
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

◎
な
お
、
故
老
か
ら
の
伝
承
に
よ
る
と
、
こ
の
山
は
中
世
の
春
日
部
氏
の
城
の
物
見
台
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
考
古
学
者
に
よ
る
と
、
中
世
の
春
日
部
氏
の
製
鉄
遺
跡
か
ら

考
え
て
、
製
鉄
の
登
り
釜
の
遺
跡
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 


